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要 約

聴覚･言語障害児教育の現状と課題

本研究では,聴覚･言語障害児教育の現状と課題について,神奈川県における聴覚･言

語障害児教室担当者に対し,アンケート調査をした｡その結果は以下の通りである｡

(1) 1993年通級制が法制化され,特殊学級在籍児は通級対象児としないこととした｡今回

の回答を得た調査では,その約77%がケースによる,を含めて通級対象児としていた｡障

害の内訳は,言語発達遅滞36%,構音障害30%,難聴16%,吃音8%,口蓋裂4%であり,

言語発達遅滞が最も多かった｡

(2)事前に研修を受けた後に担当者になったものは,回答者の47%と少なかった,就任後

研修を受けたものは70%と多くなっており,研修の必要性が伺われた｡尚,研修体制につ

いて約60%の担当者が不足だと答えていた｡研修内容では事例研究が有効だったとの答え

が最も多かった｡また,言語発達･難聴教室担当経験年数では, 5年以下の者が57%だっ

た｡

(3)担当者の現在の心境と仕事の満足度,指導の自己評価と仕事の満足度,及び担当年数

と仕事の満足度との間には相関関係があった｡ 現在の気持ちが意欲的な者ほど仕事の満

足度が高く,指導の自己評価が高い者ほど仕事の満足度も高く,そして,担当年数が長い

者はど仕事の満足度も高かった｡
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Summary

The present situation and problems of the special education classes for children

vitb hearing and speech disordesrs.

For this study, we asked teachers in charge of special education speech classes in

Kanagawa Prefecture to fin out a questionnaire on the present situation and problems

of the education for children with bearing and speech disorders.

The following results were obtained:

1) In Japan, the resonrce room system vas approved fomally in 1993, but the chill

dren in the special･ speech classes were not included in this system. About 77 percent

of the respondents said that the children should be in a resource room though they

should be considered seperately from children with cognitive and ･otber
learning disor-

ders･ Among the children in this study, 36% had delayed speech development, 30%

bad an articulation disorder, 16% had a hearing disorder, 8% had a stuttering disor･

der, and 4% bad a cleft palate. As mentioned above, delayed speech development

made up the largest group.

2) Only 47% of the teachers had been trained for this profession advance. No less

than 70% vere trained after they bad been installed as a teacher of children with

bearing and speech disorders･ This indicates that it is necessary for the teachers to

provide sufficient training; about 60% of the teachers said that the present training

system was.not satisfactory. Among the comments made, the most numerous was that

a case study was an especially effective method of training. 57% of the teachers in

charge of the special classes had less than 5 years of experience in the position.

3) There was some correlation between: the teacber's present frame of mind and the

amount of satisfaction in their work; their own estimate of their leadership and the

amount of satisfaction in their work･ The more highly motivated the teachers are, the

more satisfaction in their work･ The highly they estimate their own leadership, the

more satisfied they are with their work. The more experience they have in terms of

number of years, the more satisfied they are with their work.

I.問題

文部省は言語障害,･情緒障害,弱視,難聴などの障害がある児童生徒のうち比較的軽度

の障害がある児童生徒に対して,各教科等の指導は通常の学級で行いっつ,心身の障害に

応じた特別の指導を特別の指導の場で行うという新しい特殊形態の-つである通級による

指導を, 1993 (平成5)年4月から制度化した｡

これまでも特に言語障害児や,難聴児を指導の対象とする言語.難聴学級(ことばの教

室等名称は様々だがそれらの総称としてここでは｢言語･難聴学級+を任用)では,実質
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的に通級制の指導形態をとってきたところが多かったが,法制化されていないことから起

こる,学級運営における児童生徒の在籍を巡る問題や,他校通級児の指導の制限,担当教

員の配当及び研修体制等,様々な問題が指摘されて続けてきた1)0

しかし,今回の関係省令の改正等によって,その概念規定,指導の対象となる児童生徒

の障害の種類･程度,指導の内容･方法,そして教育課程上の位置づけなどが初めてここ

に明確に示されたのである｡これは,障害の状態がそれぞれ異なる個々の子どもたちに,

個別指導を中心とした特別の指導を,専門性を備えた教職員によって,障害の種類や程度

に適合した施設･設備の整えられた場所で受けられようになったということである｡よっ

て,この通級による指導の制度化により,学校教育現場での教育条件車備は大きく進むで

あろうし,今後,言語･難聴学級を中心に言語障害児及び難聴児に対する教育が,これま

で以上に充実し,多様できめ細かく,しかも弾力的に展開されること,つまりハードウエ

ア及びソフトウエアの両面が益々充実し,高まることが期待されるのである｡

そこで今回,本研究では神奈川県(横浜市,川崎市を含む)の言語･難聴学級担当者全

員を対象に実態調査を行うことにより,言語･難聴学級の現状や問題点及び今後の課題等

を明らかにすることを目的とし,アンケート調査を実施した｡

Ⅱ.方法

1.調査対象

平成7年度神奈川県難聴言語研究会会員校名簿より,神奈川県(横浜市,川崎市を含む)

の言語障害児,難聴児を指導の対象としている小学校,ヰ学校全ての学級(小学校51校,

中学校3校,合計54校)の教室主任(54人)及び担当者全員(115人)を調査対象とした｡

2.調査内容

アンケートは教室主任に対するものと担当者全員へのものとの2部構成として作成した｡

調査は以下の項目について質問を行った｡

(1) ①教室の名称 ②担当教師数 ⑧特殊学級在籍児の指導 ④障害別児童生徒数 ⑤指

導終了方法 ⑥指導終了基準の内容(以上主任が回答した)

(2) ①事前･事後研修状況 ②有効研修 ⑧研修体制 ④指導時間 ⑤担当児童生徒 ⑥

担当就任経緯 ⑦就任時の心境 ⑧現在の心境 ⑨指導に対する自己評価 ⑩仕事の満足

度(以上各担当者が回答した)

3.調査方法と調査期間

郵送無記名回答調査法により,平成7年11月上旬に発送し,同年12月末日までに返送と

した｡結果の集計･分析は,マイクロソフト社の表計算ソフト,エクセルで行い,多変量

解析には統計解析ソフト,エクセル統計を用いた｡

多変量解析は,今回の調査項目の申から,担当者の心理要因の関係解析に応用できると

思われる項目を抽出し,それらについて単相関分析及び無相関の検定をした｡変数として
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用いたのは,各担当者への質問項目(2)の⑨の研修体制における満足度, ⑧現在の心境, ⑨

指導の自己評価, ⑳の仕事の満足度から得た回答の5段階評定尺度に分類されたものにつ

いて,それぞれ非常に満足に5点,ほぼ満足に4点,普通に3点,やや不満に2点,非常

に不満に1点とポイントを与えることにより得点化して計算した｡そして,この4変数間

の組み合わせ全てについて単相関係数を求め相関行列を出した｡単相関係数は2つの変数

の共分散を,これらの標準偏差の構で割った値とした｡また,有意判定をするために無相

関の検定を行ったoさらに担当年数盲目的変数,仕事の満足度を説明変数として,単相関

分析を行うとともに,無相関の検定を行った｡

Ⅱ.調査結果と考察

今回の調査で回答が得られたのは54校中34校であり回収率は63%であった｡

(1)教室主任アンケートから

① 教室の名称

教室の名称は図1に示すように,ことばの教室25%,通級教室16%,ことばときこえの

教室が16%となっていた｡通級制実施後も,教室名に｢ことばの教室+が最も多く用いら

れているのは, ｢ことばの教室+という名称が教室名として,これまで大変馴染まれてき

たということともに,現在も教室を言い表すことばとして相応しいと考えているものが多

いためと思われる｡

その他

18%

･言責吾
通級教皇

low

艶聴教室
109i

富岳教皇

13%

ことばの教室

25粥

通観教室

169i

ことばと

きこえの教室

169i

図1 教室の名称

② 担当教師数

1校あたりの担当教師数は図2に示すとおりである｡ この割合は湧井(19902))の調査結

果とほぼ同様であり,約40%が1人で教室を担当している｡担当1名のところの苦心や困

ることについて記述されたものの中に,ケース会議が持てない,相談に載ってくれたりア

ドバイスをしてくれる相手がいないことへの不安等があった｡
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3担以上

34%

2担

249i

1担

429i

図2 1教室当たりの担当者数の割合

③ 特殊学級在籍児の指導

特殊学級在籍児(ここでは主に精神薄弱学級)の指導についてまとめたものが図3であ

る｡学校教育法施行溝則第73条の21第1項には,通級による指導の対象となる児童生徒の

障害の程度が示されている｡また｢通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒に

っいて+ (平成5年1月28日付帯278号初等中等教育局長通達)では指導の対象とすること

が適当な児童生徒の判断に当たって留意することを示している｡これらによると精神薄弱

については,発達の遅れや特性から通級による指導よりも,むしろ小集団において,発達

段階に応じた特別な教育課程･指導法により指導することが効果的であることから通級の

対象にしていないとしているo

しかし,今回の調査からは特殊学級在籍児にみられろ言語障害を,指導の対象にする,

ケースによる,の両方を合わせると77%になり,指導の対象外の23%を大きく上回った｡

これは精神薄掛こよる言語発達遅滞においても個別の言語指導の必要性や有効性が認めら

れる場合,一概に所属籍の如何で指導対象とするかどうかを決めるべき-r･-はないというこ

とを教室担当者が認識しているためと思われる｡また,ケースにより認める場合の他の具

体例として,難聴の障害を併せ持つ場合が上げられていた｡

対象外

23%

ケースによる

29%

指♯対象

とする

48%

図3 特殊学級在籍児の言語指導
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④ 言語･難聴障害別児童生徒数

ことばに関する障害別比率は図4に示すとおり,言語発達遅滞36%,構音障害30%,戟

聴16%,吃音8%,口蓋裂4%の臓だった｡言語発達遅滞が一番多いのは, ⑨の結果より

特殊学級在籍児を指導の対象としている教室が多いためと思われる｡言語発達遅滞36%の

内訳は,ことばの遅れ72%,自閉的傾向15%,ダウン症13%だった｡

の

69i

難聴

169i

口蓋裂

4%

吃書

89i

言旨遅滞

369i

群書障害

30%

図4 障害別比率

⑤ 指導終了の基準の有無と終了内容

図5は指導の終了の決め方を表したものである｡これによると,終了時の判断に用いる

ものとして,担当者個人の判断が49%,明文化した物差しはないがアウトラインのような

ものがあるが32%,専門家や専門機閲に相談するが6%となっている｡反面,教室に終了

基準を明文化したものが｢ある+と答えたところはなかった｡

通級による指導を行う必要がなくなったときの判断については,総回答数69人の内,主

訴が改善した時26人,親が希望した時と卒業の時が23人,本人が自信を持った時20人の

順であった｡指導終了の条件については様々な要因が関連するだろうと考えて,この質問

には複数回答を可とした｡事前の予想通り,今回の調査結果でもやはり多様な項目が終了

要件に上げられていた｡

尚,この中で,終了理由の性格として他と少し異なるものに｢卒業の時+というのがあっ

た｡これは,指導を今後も引き続き必要とするケースでも,多くの場合通級指導学級が小

学校にしか設置されていないため,これまで通っていた小学校の通級指導教室に通うこと

ができないことからくる指導終了というケースの場合である｡

しかしながら,例えば難聴の場合を考えてみても障害の侍性上から,その障害に対する

指導は決して小学校だけの教育課程で済まされる問題ではないケースが多々あるというこ

とば誰も異存のないところである｡このようなケースでは,継続的な指導が中学校でも受

けられるように小学校,中学校を通しての連続的な指導体制の確立をこれからも求められ

るべき教育条件整備の一つであると主張し続ける必要があるということを今後の課題とし

て指摘しておきたい｡
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専門機閲に相談

69i

ない

39匂

その他

109石

担当の個々の判断

4996

アウトライン
32%

図5 終了基準

30

25

20

15

10

主訴改善 親希望 子どもコミュニケーション 卒業

図6 終了基準内容

その他
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(2)各担当者のアンケートから

① 就任前･就任後研修状況

就任前･就任後の研修状況を示すのが図7である｡これによると,就任する前に難聴･

言語に関する専門の研修を受けたものが47%と過半数に満たない｡半数以上のものが未研

修のまま,つまり障害に関する高度の専門的知識や技能を持たないまま実際の現場に出て

指導に充たっているのが現状である｡難聴や言語障害学級を担当するには,聴覚･言語障

害児の教育について専門的な知識技能を持たないと児童生徒を指導することが困難である｡

通級による指導で教育効果を上げるには,何よりも担当教員の資質が重要である｡通級に

ょる指導は,教室の性格上,限られた時間の中での個別指導が中心となるため,担当の教

員は専門的な指導力をより求められるようになるからである｡以上のことから考えても通
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級学級の担当教員を配当する場合,専門的な研修を受けるよう配慮した上で担当に充てる

ことが必要と考える｡

また,就任前の研修状況に比べて,就任後に専門的な研修を受けたと答えたものが約70

%とその割合が非常に高くなっている｡担当者には,専門的な知識,技能と個々の児童生

徒の障害の状態や特質等を適切に把握し,それに応じた個別指導を行える技量が必要であ

る｡そしてそのためには,是非研修が必要であることが厳しい現実の指導に直面している

ため,担当者自身が確かな専門性を身につけるためにも,研修の必要性を求めていること

がここに現れている｡

担当者の受けた研修内容の具体的例として,通級担当教員の専門性,指導力を高めるた

めの様々な研修機会としては県,市坪村,学校単位で行われている研究会への参加や,国

立特殊教育総合研究所や横浜国立大学教育学部特殊教育特別専攻科及び臨時教員養成課程

(各1年研修)への派遣等が上げられていた｡

図7 事前･事後研修の有無

② 有効研修

今まで受けた研修の中で有効だったと思うものを調べた結果が図8である｡これによる

と,事例研究別人,講義36人,大学等への長期･短期派遣研修21人,スーパービジョン10

人の回答の順だった(複数回答を含む)｡実際の臨床指導に際し,理論研究的なものより,

実践研究的なものが好まれる傾向があるようだ｡事例研究が支持を集めたのはいろいろな

先生方の症例報告の中から,自分の指導に役立てるものを見いだせることが多いと考えて

いるからだと思われる｡
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事例研修 講義
苛鮎謬 喜妄/3<=

その他

図8 有効研修

⑧ 研修体制

研修体制については,図9に示すとおりである｡満足している2%,ほぼ十分22%,覗

状でよい18%,やや不足20%,不足38%だった｡やや不足,不足とを合わせると現状の研

修体制に対し足りないと感じているものが約60%になる｡ (1)の④の障害別通級児童生徒数

でも述べたように,通級対象児の障害は多様である｡このような多様な障害の実体に即し

た適切な指導が行えるようになり,通級による指導が教育効果を上げられるようにするた

めには,すなわち担当者の資質の向上を養うための研修体制のさらなる充実を進めること

が,教育施策上に求められる大きな課題の一つであると考える.

満足

2粥

不足

38%

ほぼ十分

22%

現状でよい

18粥

やや不足

20弼

図9 研修体制
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④ 教員経験年数及び担当経験年数

教員経験年数の平均は20.8年.標準偏差は6.9で,担当経験年数の平均は6.8年.標準偏

差は7.6だった｡また,図10から分かるように担当者は教員経験は豊富なことに対し,通

級教室担当にな＼ってまだ5年以下の者が57%も占めている｡児童1人1人の障害の状態に

応じて,専門的な指導を行うために,高度な専門性が要求されることを考えると専門の研

修を受けた者の確保や,ベテラン担当教員の配置や後継者の教育･養成,そして長期的,

継続的に教室担当に携われるような配慮をする等も十分勘案する必要があると考える｡

109i

59i

52 9i

229i

6%

5%

教員年数

49i

18%

21%

57粥

担当年数

帆 5年以下

⊂]6-10年

丑11-15年

鴎16-20年

固21年以上

図10 教員経験年数と担当年数

⑤ 担当児童生徒数

図11は担当している児童生徒数である｡担当者一人当たりの担当児童生徒数は,平均

12.1人,標準偏差4.9だった｡ ll-15人を担当している割合が最も多く, 50%と全体の半

数を占める.通級担当教員に対する教育措置たっいては,国の予算積算上児童生徒数10人

に対して1人とする3)ことが基準になっているためと思われる.

しかし,個別指導を中心とし,しかも個々の障害の状態や程度の異なる児童生徒の教育

的ニードに応えるため,もっと多くの指導時数や回数を必要とするケースに対しては,早

に児童生徒数から割り出した教員配当をするという現在の状況ではそれに対応した指導を

行うことが困難になる｡
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21人以上
4%

16人-20人

119i

5人未満
796

11人-15人
49%

5人…10人
29%
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図11児童1人当たり担当児童生徒数

⑥ 指導時間

1回の指導時間を示しているのが図12である｡ 60分-89分が39%で最も多く,次に90

分-120分が33%, 45分-59分が23%の順であった｡指導時間は養護･訓練の時間に当た

り,指導の内容が心身の障害の状態を改善･蒐服することが主たる目的であることと,ま

た指導時間を過当たり1-3単位時間(1単位時間は45分を榛準とする)が標準と学校教

育施行規則第73条の21第2頓に規定されていることより,このような教育課程の編成を

しているものと思われる｡

そ1
3 30分-44分

29石

90分-12白分
33%

45分-59分
239i

60分-89分
399i

図12 1回当たりの指導時問

CZ)担当就任経緯

担当就任経緯については図13に示すとおりである｡本人の希望によるが56%, 校長の要

請が19%,定期異動が11%,新採用が6%,その他が8%だ､つた｡担当者の過半数以上が

自らの希望で就任していることが分かった｡
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新採用
6%

定期異動

11粥

校長の要訣

19%

そ1
8

希望
56%

図13 就任経緯

⑧ 就任時と現在の心境比較

図14は就任時と現在の心境を5段階評定尺度に分け,比較したものである｡就任時のJ亡､

境は積極的意欲32%,やや意欲あり23%,普通20%,やや不安18%,非常に不安7 %に

分けられた｡現在の心境では,積極的意欲34%,やや意欲あり30%,普通23%,やや不安

13%,非常に不安0%だった｡

両者を比較すると,就任時ではややを含めて｢積極的な意欲がある+と答えたものが55

%から現在の心境では64%と9ポイント増えていた｡反対に,同じくややを含めて｢消極

的と答えたもの+が,就任時では25%だったのが現在の心境では,やや消極的のみの13%

と12ポイントも減っていた｡当初は教室の特殊性から来るものであろう戸惑いや不安のた

め,消極的だったものが次第に積極的な意欲･関心を示すように変化していることが分か

る｡

普通

23粥

やや不安

1 39石

†89i

20%

巨常に不安09i

796

稚極的意欲

34%

32知

就任時の心境

やや意欲あリ

309i

239i

図14 心境比較

現在の心境
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⑨ 指導に対する自己評価

指導に対する自己評価について,非常に満足,ほぼ満足,普通,やや不満,非常に不満

の5段階評定尺度で表した結果が図15である｡これによると,

26%,普通39%,やや不満21%,不満5%であった｡

不満

5%

普通
39%

やや不満
21粥

満足
9%

ほぼ満足
26%

非常に満足9%,はぼ満足

図15 指導の自己評価

⑩ 仕事に対する満足度

仕事に対する満足度について,非常に満足,ほぼ満足,普通,やや不満,非常に不満の

5段階評定尺度で表した結果が図16である.非常に満足が20%,に‖ま満足が40%,普通

が32%,やや不満が5%,非常に不満が3%だったo言語治療の仕事に対する気持ちを聞

いたわけだが満足,ほぼ満足を合わせると60%になり,やや不満5%,非常に不満3%の

両方を合わせた8%を大きく上回っていた｡このことから,言語治療教育の効果に対する

期待のほどが伺える｡

やや不満
59i

不満
39i

満足
20%

ほほ満足

40%

図16 仕事の満足度

普通

329i
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(3)担当者の心理要因の関係解析

聴覚･言語障害児教育の指導効果を高めるためには,聴覚･言語障害児の教育について

の専門的な知乱技能を持っことが必要なことばもちろんであるともに,担当者の聴覚･

言語障害児教育に対する意識や気持ちも大きく反映することが推測される｡

そこで,担当者の心理要因の関係解析を研修体制満足鼠仕事の満足度,現在の心境,

指導の自己評価の4変数間において単相関分析をした｡その結果は以下に示すとおりであ

る｡

結果は衰2から分かるように,現在の心境と仕事の満足度の相関係数は0.48でかなり相

関があるといえ,また無相関の検定から両者の間には1%有意水準で相関があるといえる｡

指導の自己評価と仕事の満足度の相関係数は0.33でやや相関があるといえるとともに,蘇

相関の検定からも両者の間には5%の有意水準で相関があるといえることが分かった｡

以上のことから,現在の気持ちが意欲的であるものはど仕事の満足度が高く,また指導

に対する自己評価が高いものほど,仕事の満足度も高かったということが分かった｡

さらに,担当年数と仕事の満足度の相関関係を調べるとともに,無相関の検定を行った｡

結果は表3に示すとおりで,相関係数0.31であり,両者の間にはやや相関があるといえる｡

また,無相関の検定の結果から,担当年数と仕事の満足度の間には5%有意水準で相関関

係があるといえることが分かった｡つまり,担当年数が長いものはど仕事の満足度も高い

者が多いということである｡聴覚･言語障害児教育に長く携わるベテラン教師たちの経験

や知識が,この結果に反映したものと考える｡

蓑1 アンケート調査用紙

難聴･言語学級に関する調査(教室主任用)

1.貴方の学級の名称をお書き下さい｡

( )

2.教室担当教員は何人ですか?

( )人

3.特殊学級在籍児の指導を認めていますか?

①.認めている ②.ケースによっては認めている ⑨.指導の対象としていない

4.障害別児童生徒数についてお教え下さい｡

①.言語発達遅滞 ②.構音障害 ⑧.吃音 ④.口蓋裂 ⑤.難聴

⑥.その他( )

5.指導の終了基準について該当項目に○をおつけ下さい(複数回答可)0

①.担当者が個々に決める ②.明文化したものはないがアウトラインのようなものが

ある ③.明文化したものがある ④.他の専門家･機関と相談してその都度決める

⑤.その他( )
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6.指導終了の基準の内容について該当項目に○をおつけ下さい(複数回答可)0

①.初診時の主訴が改善したとき ②.頼が終了を希望したとき ⑨.子どもが自信を

持ち終了を希望したとき ④.コミュニケーション活動が良好にできるようになったと

き ⑤.卒業のとき ⑥.その他( )

難聴･言語学級担当者に関する調査(各担当者用)

1.貴方の教員経験年数は通算何年ですか? ( 年 カ月)

そのうち難聴･言語教室担当年数は? ( 年 カ月)

2.難聴･言語教室担当になる前に難聴･言語に関する専門の研修を受けましたか?

受けたものに○をおつけ下さい｡

①.受けた ②.受けない

3.難聴･言語教室担当になってから難聴･言語に関する専門の研修を受けましたか?

受けたものに○をおつけ下さい｡

①.受けた ②.受けない

4.今まで貴方が受けた難聴･言語指導(治療)関係の研修で有効だったと思うものに

○をおつけ下さい(複数回答可)0

①.‾講義 ②.事例研究 ⑧.合宿研修 ④.体験学習 ⑤.カウンセリング学習

⑥ 大学等への派遣研修 ⑦.スーパービジョン ⑧.その他(

5.現在の研修制度･体制について貴方のお考えをお聞かせ下さい｡

①.よくできていて満足している ②.ほぼ十分である

⑨.現状でよい ④.やや不足している ⑤.不足している

6.指導時間についてお伺いします｡

①.子ども一人当たりの指導(治療)時間は 分/1回

②.子どもの担当数 ( )人/週1回の指導当たり

7.難聴･言語教室担当になった経緯について該当するものに○をおつけ下さい｡

①.希望 ②.新採用 ③.定期異動 ④.校長の要請

⑤.その他( )

8.難聴･言語教室担当者としての率直なお気持ちで該当するものに○をおつけ下さい｡

(1)就任時

①.非常に積極的な意欲あり ②.やや積極的な意欲 ⑧.普通

④.やや消極的な気持ちや不安 ⑤.非常に消極的な気持ちや不安

(2)現在

①.非常に積極的な意欲あり ②.やや積極的な意欲 ⑧.普通

④.やや消極的な気持ちや不安 ⑤.非常に消極的な気持ちや不安

9.自分についての評価をお聞かせ下さい｡

①.非常に満足 ②.はぼ満足 ⑨.普通 ④.やや不満 ⑤.非常に不満
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10.言語指導(治療)の仕事に対する感想で該当する項目に○をおつけ下さい｡

①.非常に満足 ②.はぼ満足 ③.普通 ④.やや不満 ⑤.非常に不満

表2 研修満足度,仕事の満足度,現在の心境,指導の自己評価間における単相関分析

単相関 研修満足度 仕事の満足度 現在のJL､墳 指導評価

研修満足度 1.0000

仕事の満足度 -0.0255 1.0000

現在の心境 -0.0695 0.4817 1.0000

指導評価 0.2552 0.3343 -0.577 1.0000

無相関の検定*:5%■**:1%

判定 研修満足度 仕事の満足度 現在の心境 指導評価

研修満足度

仕事め満足度

現在の心境 **

指導評価 *

表3 担当年数と仕事の満足度の相関関係

担当年数 仕事の満足度

件 数

合 計

平 均

偏差平方和

分 散

模準偏差

境 和

相関係数

58

407

7.017241

3420.983

58.98246

7.680004

1 19.2931

0.3146

担当年数

58

215

3.706896544

42.01724138

0.724435196

0.851 137589

仕事の満足度

担当年数 1.0000

仕事の満足度 o.3146

無相関の検定 *:5% **:1%

1.0000

判 定

担当年数

仕事の満足度

担当年数 仕事の満足度
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Ⅳ.今後の課題

難聴･言語障害児教育の実体や抱えている問題について,神奈川県の難聴･言語学級担

当者に対する実態調査を下に整理してみた｡今回の調査から今後の課題として以下のこと

が上げられる｡

(1)通級対象児の問題

法制化されたことで,特殊学級在籍児(主に精神薄弱学級)は通級による指導の対象と

しないことになったが,今回の実態調査結果からも分かるように,在籍の所属によって一

概に通級指導対象外とするのではなく,指導が必要とみなされたケースによっては,弾力

的な姿勢で臨むということが,今後も検討されなければならない問題の1つと思われる｡

(2)教員養成及び研修体制の整備の問題

障害の種類も程度も異なる多様な児童生徒に対し,専門的な持導をするためにも教員養

成及び研修体制の整備は早急に確立されなければならない重要課題の1つである｡さらに,

今後は,担当教員の資格や免許取得をどうするかも検討されなければならないであろう｡

(3)担当者の意欲に関する問題

今回の調査から,現在の仕事に満足感があり,指導に対する自己評価が高く,経験が豊

富であるということが担当者の心理的充実度に関する要因として浮かび上がってきた｡こ

のような教員こそが専門性の高い充実した指導を行っていることは容易に想像がつくこと

であり,これはいわば担当者の理想の姿である｡そして,今後はこのような教員に対して,

それを裏付けている背景要因等をさらに詳細に調査,分析検討する必要があると考える｡
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